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平成２５年６月１２日付三総第８９号により当委員会に諮問された事項のうち、

三田市まちづくり基本条例（平成２４年三田市条例第３５号）第９条・第１１条の

規定に基づく個人情報を含めた情報共有のあり方に係る事項について答申します。 

委員会では、地域で平常時の見守りや災害等への対応を担っていくために、市の

保有する個人情報を平常時から地域団体等に提供する「三田市災害時要援護者支援

制度」の検証等を行い、当該制度の見直し（案）を取りまとめました。今後、当該

制度が広く市民に認知され、市民の自発的な活動を促進するために制度運用に際し

取り組むべき工夫についての意見を下記に添えてここに答申します。 

今後、市長にあっては、速やかに必要な手続を進められるよう要望するとともに、

本委員会での各委員からの意見や市民から寄せられた意見等を踏まえ、下記の点に

留意され、「三田方式」と呼ぶべき制度の実現と効果的な運用により、災害時に円滑

かつ迅速に避難誘導や安否確認等を行える体制の整備に努められるよう期待します。 

 

記 

 

三田市まちづくり基本条例に基づく情報共有制度の徹底のための運用上の工夫に



ついて 

 

１ 新制度の周知段階から、支援に携わる関係者との連携を密にして協力し合うと

ともに、地域特性に応じた協議会方式による連携も含めて、新制度が広く市民に

認知されるように鋭意努めることにより、「災害時避難行動要支援者への支援制

度」の実現に取り組まれたい。特に新制度の導入時には、地域ごとに趣旨説明を

行うとともに、支援に関わる関係者ならびに市民の疑問に丁寧に答え、地域の理

解と協力が得られるような説明会等を随時実施するように努められたい。 

 

２ 新制度における情報共有と取り組み状況の検証を適宜・継続的に行い、制度改

善につなげていくことにより、市民と共に「地域内での助け合いによる安心のま

ちづくり」を目指し、もって三田市全体の防災力向上を図られたい。 

 

３ 以上の取り組みを通して「三田方式」と呼ぶべき制度の実現と効果的な運用に

努められたい。 

  なお本方式を真に実りあるものにするためには、各地域の支援に関わる関係者

や市民の方々が、地域の実情に即した適切な情報共有の方法等を地域ごとに工夫

して編み出すことも大変重要であることから、三田市はこのような地域の自主的

な取り組みを積極的にサポートするよう鋭意努められたい。 
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三田市 

災害時要援護者支援制度

の見直し（案） 

 

 

災害時の避難行動支援のため、情報共有のしくみを改善

します。（改正災害対策基本法にも対応します。） 
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災害対策基本法の

改正 

• • • 

平成 25 年 6 月の改正で、

「住民等の円滑かつ安全な

避難の確保」として次の規

定が追加されました。 

１ 市町村は、災害時の避

難で特に配慮を要する者

（避難行動要支援者）の

名簿を作成 法 49 条-10 

２ 市町村は、避難行動要

支援者本人の同意を得

て、平常時から消防団や

民生委員等の関係者に名

簿情報を提供 法 49 条-11 

３ 市町村は、名簿の作成

に際し必要な個人情報を

利用できる 法 49 条-10 

 

災害時要援護者 

支援制度とは 

• • • 

災害時、避難行動におい

て何らかの支援を必要とす

る人の支援を目的に、全国

の各市町村で登録制度がつ

くられてきました。 

三田市では平成 20 年に

制度化され、登録された約

1500 名の要援護者情報を

各区・自治会等の地域ごと

に名簿台帳で提供し、平常

時から要援護者を見守るな

ど、助け合いの地域づくり

が取り組まれてきました。 

 

三田市まちづくり基本条例情報共有及び危機管理検討委員会 
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１１１１    避難行動要支援者名簿避難行動要支援者名簿避難行動要支援者名簿避難行動要支援者名簿のののの新規作成新規作成新規作成新規作成 
 

名簿の作成方法は、次のとおりとします。 

（これまで）任意の登録制による名簿作成 

 

（これから）①要支援者の基準を定め、該当者を市で名簿登載 

      ②任意の登録制による名簿作成（継続） 

 

※ 上記①の要支援者となる基準に該当しなくとも、従来からの

任意登録のしくみを継続し、①②の２つの方法により名簿を作成

していきます。 

 

新たに定める要支援者となる基準は、次のとおりです。 

① 要介護度２～５の認定を受けている者 

② 認知症高齢者の日常生活自立度ランクⅡ～Ｍ判定を受けてい 

る者* （Ⅱから、日常生活に支障を来たす症状とされています） 

③ 障害高齢者の日常生活自立度ランクＢ～Ｃ（寝たきり）判定

を受けている者** 

④ 身体障害者手帳を所持する者のうち、下記に該当する者 

1）視覚障害 １～４級 

2）聴覚障害 ２・３級 

3）平衡機能障害 全ての等級 

4）肢体不自由 上肢 １・２級 

5）肢体不自由 下肢 全ての等級 

6）肢体不自由 体幹 全ての等級 

7）肢体不自由 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機

能障害                  

ｱ）上肢機能１･２級、ｲ）移動機能 全ての等級 

⑤ 療育手帳Ａ（重度）・Ｂ１（中度）を所持する者 

⑥ 精神障害者保健福祉手帳１・２級を所持する者で単身世帯者 

⑦ ①～⑥に該当しないものの、自ら又は家族・親族及び支援関

係者から避難行動要支援者であるとの申し出があった者***      

⑧ その他、市長が名簿登載を必要と認める者         

（例：市あて身体の衰えが著しい方の情報提供があった場合等） 

避難行動要支援者 

• • • 

改正災害対策基本法で新

たに定義された用語です。

避難行動において特に支援

が必要と想定される方々と

され、その基準は各市町村

が設定します。 

要支援者となる基準 

• • • 

 新たに設定する基準は、

避難行動において特に自力

避難が困難と想定される

方々としています。 

 国は、「要介護度３～

５」「障害者手帳１・２級

所持者」「療育手帳 A」等

を例示していますが、この

新制度（案）では「自力歩

行の困難度」に着目した結

果、基準該当者が国例示よ

りも一部で拡大します。 

*認知症は、症状により

Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ｍ と区

分され、認知症状により避

難行動に支障があると想定

されるⅡ～Ｍを要支援者と

します。 

**寝たきり度は、症状によ

りＪ、Ａ、Ｂ、Ｃと区分さ

れ、より寝たきり症状の重

いＢ・Ｃを要支援者としま

す。 

***左記⑦の主な想定 

・75 歳以上だけの世帯 

・④⑤⑥に該当しない各手

帳所持者 

・その他、妊産婦、乳幼児

とその保護者、日本語に不

慣れな外国人 など 
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避難行動要支援者名簿に掲載する情報は、次のとおりです。 

①氏名、②生年月日、③性別、④住所又は居所、 

⑤電話番号他連絡先（自宅電話、ＦＡＸ、携帯電話、メールアドレス） 

 ⑥避難支援を必要とする理由 

⇒ 自力避難が困難な理由として以下項目のいずれかを選択 

（障害等級などは記載しない） 

□ 目が見えにくい 

□ 耳が聞こえにくい 

□ ひとりでの移動は困難 

□ 内部障害や持病がある 

 

⑦避難支援等に関し市長が必要と認める事項 

⇒ 1） 「支援区分」として以下項目のいずれかを選択 

□ 声かけ・安否確認をしてほしい（自力歩行で避難できる） 

□ 避難時の同行をしてほしい（自力歩行はできるが、同行者が必要） 

□ 避難時の介助をしてほしい（自力歩行は難しいので、介助が必要） 

 

⇒ 2） その他の事項 

・同居者の有無 

・緊急時連絡先（氏名、続柄、住所、電話番号） 

・自分の避難支援を依頼できる特定の人の有無 

・区、自治会名（加入の有無） 

 

２２２２    避難行動要支援者名簿避難行動要支援者名簿避難行動要支援者名簿避難行動要支援者名簿のののの新新新新提供先提供先提供先提供先 
 

市が作成した名簿の提供先は、次のとおりとします。 

（これまで）①区・自治会（自主防災組織を含む）      

②民生委員・児童委員 

 

（これから）①区・自治会           

②自主防災組織          

③民生委員・児童委員                       

④消防団                          

⑤警察                                                    

⑥市長が認める団体        

⑥ 

 

避難支援に携わる関係者 

• • • 

ここでは、市が名簿情報を提供する

対象者を規定するものです。 

支援関係者は、左記①～⑤のみなら

ず、「市社会福祉協議会」等の公益団

体のほか、「市身体障害者福祉協議

会」などの当事者団体、福祉サービス

事業者やボランティア団体など幅広い

関係者を想定しており、ご理解、ご協

力を願いたく考えています。 

⑥市長が認める団体については、

区・自治会等が人的支援力補完を目的

に支援活動協定を締結するなどした相

手方を想定しています。 
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３３３３    名簿提供名簿提供名簿提供名簿提供のののの新新新新ルールルールルールルール 

 

１ 平常時における避難行動要支援者名簿の外部提供につ

いて、登載された要支援者本人の同意をいただき、平常時

から外部提供します。また、同意の方法として、新たに「推

定同意」の手法を導入します。 

【平常時から外部提供する方】 

○ 外部提供することに同意していただいた方 

○ 外部提供に関する意思表示がない場合で、本人の同意

があったものと推定して取り扱うこととした方 

※ 不同意の方の情報は、平常時、外部提供しません。 

 

（具体的な手続きは、次のとおりです） 

1） 要支援者本人あて名簿登載を行った旨を通知（市→本人、

文書）し、平常時からの名簿情報の外部提供に関する意思表

示（本人→市、書面提出等）を求めます 

2） 要支援者本人からの意思表示が困難な場合、家族や親族、

支援関係者（以下「家族等」という。）による申出を本人意

思として取り扱うことができることとします 

3）要支援者本人もしくは家族等からの意思表示がないケース

等へは適宜面談等を実施し、制度理解に鋭意努めます 

4）以上により適切な処置を講じても、なお要支援者本人もし

くは家族等から意思表示がない場合には、本人の同意があっ

たものと推定して取り扱うことができることとします 

 

２ 災害発生地域及び避難勧告等の発令地域にあっては、

人命を最優先するため、改正法*に基づき不同意者を含め

た名簿情報の提供を実施します。 

（これまで） 名簿情報の外部提供に何ら支障なし                

（全登録者が登録時、外部提供に同意済のため） 

 

（これから） 災害発生地域及び避難勧告等発令地域に存する

不同意者を含めた要支援者情報を支援関係者あて

提供します 

 

推定同意の適用 

（左記  4））について 

• • • 

 要支援者自らが意思表示

することが困難と判断する

場合、また一定期間・一定

頻度の照会を行った上でも

不同意の意思表示のない場

合には、人命第一の観点か

ら本人同意があったものと

推定し、平常時から外部へ

の名簿情報の提供を行うこ

ととします。ただし、自動

的にこの推定を適用するわ

けではなく、ケースごとに

検討を行った上で判断して

いきます。 

 

 

避難勧告等とは、三田市

地域防災計画に定める市長

が発令する避難準備情報、

避難勧告、避難指示をいい

ます。          

※ この伝達方法は、テレビ、ラジ

オ、さんだ防災・防犯メール、エリア

メール、緊急速報メール、市ホーム

ページ、広報車、区長・自治会長へ

の電話連絡等を用います。 

左記２の情報提供は、避

難勧告等発令地域に限り実

施することとします。 

避難勧告等発令時は、同

法に定める「要支援者の生

命又は身体を災害から保護

するために特に必要がある

と認められるとき」と考え

られ、この場合は「本人の

同意を得ることを要しな

い」と規定しています。 

＊改正災害対策基本法  

第４９条の１１第３項 
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４４４４    提供提供提供提供名簿名簿名簿名簿のののの新新新新管理管理管理管理ルールルールルールルール 
 

 市より名簿情報の提供を受ける支援関係者が行う、名簿情

報の適正管理について、以下のとおりとします。 

（これまで） 名簿情報の管理代表者等が、個人ごとに個人情報

取り扱いに関する誓約を実施（誓約書を市に提出） 

 

（これから） 名簿情報の取り扱いに関する市との協定を締結  

（個人ごとではなく、組織・団体と市が協定する） 

 

協定を締結する組織・団体には、次の取り組みを推奨して、

適正管理に取り組んでいただくこととします。 

・名簿管理者及びその閲覧者は、協定内容を確認し、守秘義務           

等について認識した旨を毎年署名記録し、名簿とともに保管。

（この署名簿の、市への提出は不要） 

・市からの更新版名簿が提供される都度、最新版への差し替え           

処理、更新内容の確認を実施。（年 1～2 回を想定） 

 

５５５５    新制度新制度新制度新制度（（（（案案案案））））のののの推進方法推進方法推進方法推進方法 
 

（これまで） 各区・自治会への説明会や研修会、想定要援護者

への登録案内書の郵送（ダイレクトメール）及び

各民生児童委員に協力いただいての個別登録勧奨 

（これから） 三田市の地域特性を生かした「三田方式」（以下

参照）により、新制度の周知・普及に取り組みます 

 

 ＜三田方式について＞ 

・新制度の周知、普及のため関係者が協力し合います 

区・自治会連合会、自主防災組織、民生委員児童委員協議会は

じめ関係組織・団体の協力を得て、要支援者・支援関係者ともに

新制度が理解・普及しやすいよう説明会や研修会等を開催します。 

 

・要支援者全員の意思確認*を目指します 

すべての要支援者あて説明文書の個別郵送（ダイレクトメール）

や電話、必要に応じて面談等を用いて意思確認を行っていきます。 

名簿の適正管理

に向けて 

• • • 

要支援者名簿は、重要な

プライバシーを多く含んで

いますので、その管理に関

する協定を市と締結いただ

きます。 

なお、各民生児童委員

は、要支援者の見守り等が

本来職務の範疇にあると考

えられることから、この協

定の締結対象外とします。 

 

新制度への移行 

について 

• • • 

 災害は、いつどのように

発生するかわからず、その

発生時には迅速な地域内で

の助け合いが重要と考えら

れます。 

 そのためにも、新制度の

周知・普及には、行政はも

とより、要支援者本人及び

支援関係者が協力し合う

「三田方式」により推進し

ます。 

※ 新制度による名簿情報

の提供を開始するまで

は、現行制度の「災害時

要援護者台帳」の運用を

継続します。 

 

＊ 平常時から名簿情報を

外部提供することに関す

る同意についての意思確

認です。 
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新制度推進のための各関係者の役割 

 

出典・参考「避難行動支援に関する取組指針（内閣府）」、「災害時要援護者支援指針（兵庫県）」 

（１） 

 

市の役割 

（２） 

避難行動要支援者 

の役割 

（３） 

避難支援に携わる関係者

の役割 

 

避難体制 

の確立 

・災害対策災害対策災害対策災害対策へのへのへのへの市市市市

民理解民理解民理解民理解を深めるこ

と 

・「「「「自助自助自助自助」」」」の取組

を勧奨していくこと 

・自主防災組織や

ご近所で助け合う

「「「「共助共助共助共助」」」」の避難支援

体制を確立するこ

と 

 

「自助」

の努力 

・自らの住住住住まいのまいのまいのまいの

安全確保安全確保安全確保安全確保に努める

こと 

・災害時、どこに誰

とどうやって避難す

るか、何を持って逃

げるか等を決めた

「「「「マイマイマイマイ避難避難避難避難プランプランプランプラン」」」」

をををを作成作成作成作成しておくこと 

 

 

避難支援 

体制づく 

り 

・自主防災組織単位

を基本に、地域で活

動する様々な組織や

団体の参画を得て、

地域地域地域地域ぐるみでぐるみでぐるみでぐるみで避難行避難行避難行避難行

動要支援者動要支援者動要支援者動要支援者のののの避難避難避難避難をををを

支援支援支援支援するするするする体制体制体制体制をををを整備整備整備整備

すること 

 

 

 

情報共有 

の徹底 

 

関係機関

との連携 

・避難行動要支援

者名簿名簿名簿名簿のののの提供提供提供提供    

（更新版の適宜提供） 

・関係機関関係機関関係機関関係機関とのとのとのとの連連連連

携携携携、役割分担によ

り、各地域におけ

る避難行動が実効

力あるものとなる

よう地域地域地域地域づくりづくりづくりづくりを

支援すること 

 

 

支援関係 

者への協 

力 

・地元の区・自治

会活動等を通じ、

日頃日頃日頃日頃からからからから近所近所近所近所のののの人人人人

達達達達とのとのとのとの交流交流交流交流を図る

こと 

・支援支援支援支援するするするする側側側側にはにはにはには

努力努力努力努力のののの限界限界限界限界があるがあるがあるがある

ことをことをことをことを理解理解理解理解し、自自自自

分分分分でできることはでできることはでできることはでできることは

自自自自らららら率先率先率先率先して行う

こと 

 

避難支援 

について 

の相互理 

解 

・避難行動における安

全確保のため、避難

行動要支援者を含め

た地域住民全体地域住民全体地域住民全体地域住民全体でででで話話話話

しししし合合合合ってルールをってルールをってルールをってルールを決決決決

めめめめ、、、、共有共有共有共有すること 

・支援する側にも努努努努

力力力力のののの限界限界限界限界があることを

要支援者要支援者要支援者要支援者とととと共共共共にににに理解理解理解理解

し合うこと 

 

 

情報伝達 

の整備 

・避難行動要支援

者が安全に避難で

きるよう、避難準

備情報ほか必要な

情報が的確に伝わ

るよう、情報伝達情報伝達情報伝達情報伝達

にににに関関関関するするするする整備整備整備整備に努

めること 

 

 

 

 

 

 

避難行動 

への備え 

 

・避難訓練避難訓練避難訓練避難訓練にににに進進進進んんんん

でででで参加参加参加参加していくこ

と 

・常日頃から避難

行動に備え、持持持持ちちちち

出出出出さねばならないさねばならないさねばならないさねばならない

物品等物品等物品等物品等のののの準備準備準備準備をし

ておくこと 

 

 

 

 

 

 

平常時か 

らの取組 

み 

・避難行動要支援者

名簿名簿名簿名簿のののの適正管理適正管理適正管理適正管理    

・避避避避難訓練難訓練難訓練難訓練をををを、避難

行動要支援者本人や

家族を含めた地域地域地域地域ぐぐぐぐ

るみによりるみによりるみによりるみにより実施実施実施実施しししし、、、、

これにこれにこれにこれに参画参画参画参画していく

こと 

・情報伝達情報伝達情報伝達情報伝達、、、、避難支避難支避難支避難支

援等援等援等援等がががが実際実際実際実際にににに機能機能機能機能すすすす

るかるかるかるか点検点検点検点検し、実効性

を確認しておくこと 

 



 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２６年４月９日 

 

三田市まちづくり基本条例情報共有及び危機管理検討委員会 

 

 


